
 

1
2023

KENPO ISHIKAWA 協会けんぽ

からのお知らせ支部
事業所内で回覧してください

協会けんぽ石川支部 企画総務グループ 076-264-7201電 話お問い合わせ先

協会けんぽ石川支部 業務グループ 076-264-7202電 話お問い合わせ先

2023年1月から協会けんぽの申請書・届出書が新しくなりました！

　ジェネリック医薬品の使用割合はインセンティブ制度の指標の1つとなっており、使用割合が向上することで、
保険料負担の軽減につながります。

　協会けんぽでは、ジェネリック医薬品の普及の取り組みの一環として、ジェネリック医薬品に切り替えた場合のお薬代
の軽減額を記載した、ジェネリック医薬品軽減額通知をお送りしています。

ジェネリック医薬品への切り替えを強制するものではありません
この通知はジェネリック医薬品という選択肢を知っていただくことを目的としています。

新様式の申請書等の使用にご協力をお願いいたします。
※旧様式の申請書等を使用いただいた場合、 事務処理等に時間を要してしまう ことがございます
　ので、ご注意ください。

また、先発医薬品の有効成分を利用して開発して
いるため先発医薬品よりも３～５割程度安く
なる場合があります。

効き目や安全性が先発医薬
品と同等と厚生労働省から
認められたお薬です

服用しやすいお薬へ製造の工夫が図られて
いるものもあります

ジェネリック医薬品とはどんなお薬？

・生活習慣病や慢性疾患等で先発医薬品を長期間服用されている方
・お薬代の自己負担軽減額が一定額以上見込まれる方

令和5年2月下旬
※加入者（被扶養者の場合は被保険者）の方の住所へ直接送付いたします。
※すべての加入者の方に通知されるものではありません。

送付
対象者

送付
時期

現在一部のジェネリック医薬品におきまして、供給不足や欠品が生じており、切り替えを希望されても難し
い場合があります。切り替えを希望される方は、医療機関や薬局とよくご相談ください。

ジェネリック医薬品の供給について

新様式の申請書等は、協会けんぽのホームページから入手できます。
協会けんぽのホームページにある「申請書ダウンロード」部分をクリック 必要な申請書を選択してダウンロード 印刷

小型化 飲みやすい
形へ変更

苦みを
コーティング

ご存知
ですか？
ご存知
ですか？

ジェネリック医薬品に関するお知らせをお送りしますジェネリック医薬品に関するお知らせをお送りしますジェネリック医薬品に関するお知らせをお送りしますジェネリック医薬品に関するお知らせをお送りします



発行元
協会けんぽ　石川 検索

〒920-8767　金沢市南町4-55　WAKITA金沢ビル9階

全国健康保険協会 石川支部

◀「協会けんぽいしかわ支部からのお知らせ」のバックナンバーは
　ホームページからもご覧いただけます
◀「協会けんぽいしかわ支部からのお知らせ」のバックナンバーは
　ホームページからもご覧いただけます

協会けんぽのメールマガジン
健康保険の
最新情報を
無料でお届け！
登録はこちらから▶

新年は健康づくりからスタート！！

かがやき健康企業宣言に
エントリーしましょう！
かがやき健康企業宣言とは、事業主の皆さまに、企業が中心となって
従業員様の健康づくりに取り組むことを社内外に宣言（発信）いただき、
その取り組みを協会けんぽがサポートすることです。
働く皆さまの健康を守り、さらに輝く企業を目指して、
「かがやき健康企業宣言」にぜひエントリーしましょう！！

エントリー！ 1
エントリーシートを提出 2 宣言証の交付 3 取組み開始！

健康意識の向上
・労働生産性の向上、
  人材の定着
・企業のイメージアップ、
  リクルート効果

充実のサポート
・健康づくり講座
・フィットネスクラブの優遇

『かがやき健康企業宣言』エントリーシート 076-264-7206FAX

★必ずお取組みいただきたいこと★ 選択項目
取組みを１つ以上選んでチェック□してください▼
① 健康経営の具体的な推進計画の設定

② ストレスチェックの実施

③ 管理職又は従業員に対する教育機会の設定

④ 適切な働き方の実現

⑤ コミュニケーションの促進

⑥ 病気の治療と仕事の両立の支援

⑦ 食生活の改善

⑧ 運動機会の増進

⑨ 女性の健康保持・増進

⑩ 長時間労働者への対応

⑪ メンタルヘルス不調者への対応

⑫ 従業員の感染症予防

⑬ 喫煙率低下

⑭ 受動喫煙対策

⑮ 歯と口腔の健康に向けた取り組み

⑯ その他独自の取り組み

健診受診の推進
・被保険者（３５歳以上）の健診受診率を１００％とします。
・被扶養者（４０歳以上）の健診受診率５０％以上を目指します。

特定保健指導実施率５０％以上
メタボ対象者に対する協会けんぽまたは健診機関の特定保健指導を
積極的に利用し、健康サポート終了到達者５０％以上を目指します。

再検査・要治療者への受診勧奨
健診結果で再検査や治療の必要があった場合、医療機関を受診するように勧めます。

上記ご担当者様が健康保険委員にご登録いただいていない場合は
併せて登録させていただきます。

上記の項目に取り組むことを宣言します。
宣　言　日　　　　令和　　　　年　　　　月　　　　日

（事業主氏名）

（事業所名称）

（事業所所在地）

〒

（電話番号）

（健康づくりご担当者氏名）

協会けんぽ石川支部 保健グループ 076-264-7204電 話お問い合わせ先

「健康保険委員」とは
病気やケガなどによる従業員様の給付金申請の手続きや、
健康診断のご案内など、協会けんぽからの最新情報を
確実にお受け取りいただけるよう、社会保険事務のご担
当者様をお届出いただいております。

こちらの用紙を記入してFAXするだけ！

ご担当者様の保険証
の記号・番号をご記入
願います

健康保険証の記号

健康保険証の番号

詳しくはこちら▼

協会けんぽホームページで事業所名・所在地（市町名まで）の
掲載を希望しない場合のみ、チェック□してください。


